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○
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
一
号
）
（
抄
）

（
製
造
保
安
責
任
者
試
験
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
条

法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す

る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

額

一

製
造
保
安
責
任
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

甲
種
化
学
責
任
者
免
状
に
係
る
製
造
保
安
責
任
者
試
験

一
万
三
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一

万
二
千
七
百
円
）

ロ

甲
種
機
械
責
任
者
免
状
に
係
る
製
造
保
安
責
任
者
試
験

一
万
三
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一

万
二
千
七
百
円
）

ハ

第
一
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
に
係
る
製
造
保
安
責
任
者
試
験

一
万
三
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一

万
二
千
七
百
円
）

二
・
三

（
略
）

（
略
）

○
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
（
抄
）

（
製
造
保
安
責
任
者
免
状
及
び
販
売
主
任
者
免
状
）

第
二
十
九
条

製
造
保
安
責
任
者
免
状
の
種
類
は
、
甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
、
乙
種
機
械
責

任
者
免
状
、
第
一
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
、
第
二
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
及
び
第
三
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
と
し
、
販
売
主
任
者
免
状
の
種
類
は
、
第
一
種
販
売

主
任
者
免
状
及
び
第
二
種
販
売
主
任
者
免
状
と
す
る
。
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２

製
造
保
安
責
任
者
免
状
又
は
販
売
主
任
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
高
圧
ガ
ス
の
製
造
又
は
販
売
に
係
る
保
安
に
つ
い
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
範
囲
は

、
前
項
に
掲
げ
る
製
造
保
安
責
任
者
免
状
又
は
販
売
主
任
者
免
状
の
種
類
に
応
じ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

３

製
造
保
安
責
任
者
免
状
又
は
販
売
主
任
者
免
状
は
、
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
（
以
下
「
製
造
保
安
責
任
者
試
験
」
と
い
う
。
）
又
は
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者

試
験
（
以
下
「
販
売
主
任
者
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
・
５

（
略
）

（
製
造
保
安
責
任
者
試
験
及
び
販
売
主
任
者
試
験
）

第
三
十
一
条

製
造
保
安
責
任
者
試
験
又
は
販
売
主
任
者
試
験
は
、
高
圧
ガ
ス
の
製
造
又
は
販
売
及
び
高
圧
ガ
ス
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
し
て
必
要
な
知
識
及
び

技
能
に
つ
い
て
行
う
。

２

製
造
保
安
責
任
者
試
験
又
は
販
売
主
任
者
試
験
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
保
安
責
任
者
免
状
又
は
販
売
主
任
者
免
状
の
種
類
ご
と
に
、
毎
年
少
な
く

と
も
一
回
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
。

３

協
会
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に

つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
製
造
保
安
責
任
者
試
験
又
は
販
売
主
任
者
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
保
安
責
任
者
試
験
又
は
販
売
主
任
者
試
験
の
試
験
科
目
、
受
験
手
続
そ
の
他
の
細
目
及
び
前
項
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
手
数
料
）

第
七
十
三
条

次
に
掲
げ
る
者
（
経
済
産
業
大
臣
若
し
く
は
産
業
保
安
監
督
部
長
又
は
経
済
産
業
大
臣
若
し
く
は
産
業
保
安
監
督
部
長
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と

と
し
た
協
会
若
し
く
は
指
定
試
験
機
関
に
対
し
て
手
続
を
行
お
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
都
道
府
県
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
七

（
略
）

八

製
造
保
安
責
任
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

九
～
二
十
二

（
略
）

２

（
略
）




